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　令和２年５月１５日号 ①

○さゆりハイツ 1 戸（B 棟 2 号）
　（2LDK メゾネットタイプ）
▶家賃等（月額）
　家　賃　24,500 円～ 48,100 円（所得により決定）
　共益費　2,750 円
○みなみハイツ 1 戸（A 棟 4 号）
　（2LDK メゾネットタイプ）
▶家賃等（月額）
　家　賃　22,000 円～ 43,300 円（所得により決定）
　共益費　2,750 円
○中郷ハイツ 2 戸（301 号、303 号）
　（3DK）
▶家賃等（月額）
　家　賃　25,000 円
　共益費　2,750 円
　駐車場代 1 台当たり　1,500 円
○共通事項
▶申込資格
　以下の条件を全て満たしている方
　①住宅に困窮していること
　②同居親族（婚姻予定者も含む）を有すること
　※ 60 歳以上の方やその他、単身でも申込み可能
　　 な場合がありますので、問合わせください。
　③政令による収入控除後の世帯の合計所得額が月
　　額 15 万８千円以下、ただし条件により所得月額
　　が 21 万４千円以下（※中郷ハイツは除く）
　④納付すべき税や料金に滞納がないこと
　⑤申込者または同居予定者が反社会的勢力者でないこと
▶募集期間
　① 5 月 25 日（月）～ 6 月 5 日（金）
　② 6 月 8 日（月）～
　※期間内に複数の申込みがあった場合は、入居審
　　査や抽選等により入居の決定を行います。

　　なお、①の期間内に申込みがない場合に、②の
　　募集を行い、②の期間内は申込みがあれば終了
　　します。希望する方は事前に問合わせください。
▶受付時間
　午前９時～午後４時（土・日曜日、祝祭日を除く）
▶受付場所
　山形県住宅供給公社 西村山管理事務所
　中郷ハイツ管理室
▶申込み方法
　入居申込書に必要事項を記入の上、下記へ直接ご
　持参ください。
※募集要項及び申込み用紙は、中郷ハイツ管理室に準
　備しているほか、町ホームページからダウンロード可
　能です。
▶入居可能日
　入居決定後、10 日以内

※ご不明な点等がありましたら、気軽に問合わせく
　ださい。

▶申込み・問合せ先
　山形県住宅供給公社 西村山管理事務所
　中郷ハイツ管理室
　☎８５- １８３１

町営住宅（さゆりハイツ・みなみハイツ・中郷ハイツ）への入居者を募集します



　6 月に予定していたこども相談は、歯の健康相談
を変更し、育児相談や身体計測の個別相談とします。
▶日　時　　6 月 5 日（金）　午前 10 時～正午
▶場　所　　開発センター 和室
▶予約方法　1 人 20 分程度の相談となります。
　　　　　　希望の方は下記にご連絡ください。

▶問合せ先
　健康福祉課 保健医療係　☎６７- ２１１６

こども相談のお知らせ

　ツツガムシ病はダニ（ツツガムシ）に刺されて、
高熱等の症状が出る病気です。発熱後、ほぼ全身
にわたって赤い発疹が現れ、刺された部分の近くの
リンパ節が腫れる等の症状がでます。県内のツツガ
ムシ病は、春から初夏にかけて最も多く発生します。
　これから薄着で山や田畑で作業をする時期を迎
え、ツツガムシ病等の感染が増える時期となります
ので、下記の点に注意しましょう。
▶注意事項
１. ツツガムシは田畑、山林、やぶ、河川敷などに
　 生息しています。農作業、山菜採り、レジャー
　 などで、このような場所に立ち入る時には次のよ
　 うなことにご注意ください。
　①長袖、長ズボン、長靴、手袋等を着用し、素
　　肌を出来るだけ露出しない。
　②休息する時は、なるべく草むらに直接座らない。
　③ダニ忌避剤、防虫剤を衣服に散布する。
　④帰宅したら早めに入浴し、吸着したダニを洗い
　　流す。衣服の洗濯を行う。
２. 治療が遅れると重篤になる場合がありますので、
　 ツツガムシの生息していそうな場所に立ち入って
　 から 5 ～ 14 日後に発熱した時には、早期に医療
　 機関を受診し、医師に状況を伝えましょう。
　　　　　　　　　　　　
▶問合せ先　
　健康福祉課 保健医療係
　☎６７- ２１１６

ツツガムシ病に注意しましょう

●発熱や風邪症状のある方は、来院前にお電話を
　お願いします。
● 6 月の土曜診療は 6 月 6 日です。

【診察予定】

「○」：午前９時から診察
　　　（受付：午前 11 時 30 分まで、
　　　　　　 循環器外来は午前 11 時まで）

「△」：午後２時から診察
　　　（受付：肝臓外来は午後 2 時 30 分まで、
　　　　　　 眼科は午後 3 時 30 分まで）
※都合により変更となる場合があります。
※急患の場合はいつでも診察いたします。

▶問合せ先
　町立病院　☎６７- ２１２５

町立病院 診察・休診のお知らせ

月　日 内科 循環器 肝臓 糖尿 外科 眼科 整形
外科

５/18（月） ○ △ ○
５/19（火） ○ ○ ○ △
５/20（水） ○
５/21（木） ○ △
５/22（金） ○ ○
５/23（土）
５/24（日）
５/25（月） ○ △
５/26（火） ○ ○ ○ △
５/27（水） ○ ○
５/28（木） ○ △
５/29（金） ○ ○ ○
５/30（土）
５/31（日）
６/ １（月） ○ △ ○

　思春期から更年期、不妊、妊娠や出産など女性
のライフスタイルに合わせてご相談いただけます。
近場で相談しにくいなどありましたら、ぜひご活用
ください。面談や電話相談に対応しています。予約
の必要な場合もありますので、ご不明な点は下記ま
で問合わせください。
▶日　時　月～金曜日（平日）
　　　　　午前８時～午後５時 15 分
▶問合せ先　村山保健所 子ども家庭支援課
　　　　　　☎０２３- ６２７- １２０３

女性の健康相談のご案内

朝日町緊急経済対策として、1 セット 6,000 円分のプレミアム付きお買い物券を
5,000 円で販売しております。（1 家族 5 セット限定）ぜひご購入ください。
▶販売場所　朝日町商工会館　午前 8 時 30 分～午後 5 時
▶問合せ先　朝日町地域振興発展会（朝日町商工会内）　☎６７- ２２０７

プレミアム付きお買い
物券販売中！
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広報　あさひまち　お知らせ板　　　　　　　　　　　　　　令和２年５月 15 日号① 
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▶貸付対象
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等による
収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のた
めの貸付を必要とする世帯。
▶貸付限度額
　原則として、一世帯につき一回限り 10 万円以内。
　ただし、以下の場合は、一世帯につき一回限り 20
　万円までの貸付も可。
　①世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患
　　者等がいる場合
　②世帯員に要介護者がいる場合
　③４人以上の世帯である場合
　④世帯員に以下に該当する子の世話を行うことが
　　必要となった労働者がいる場合
　　・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策とし
　　　て臨時休業した小学校等に通う子
　　・風邪症状など新型コロナウイルスに感染した
　　　おそれのある、小学校等に通う子

　⑤世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、
　　収入減少により生活に要する費用が不足するとき
▶据置期間　貸付の日から１年以内
▶償還期間　据置期間終了後２年以内
▶貸付利子　無利子
▶保証人　　不要
▶その他　主に失業された方等向けの「総合支援資
　　　　　金」貸付制度もありますので、詳細は問
　　　　　合わせください。
▶個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
　制度の内容についての問合わせは、コールセンター
　にお電話ください。
　☎０１２０- ４６- １９９９
　受付時間：午前９時～午後９時　※土日祝日含む

▶申込み・問合せ先
　朝日町社会福祉協議会　☎６７- ２４６５
　受付時間：午前９時～午後５時　※土日祝日除く

生活福祉資金（緊急小口資金）特例貸付のご案内
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　工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかに
することを目的とした統計法に基づく報告義務があ
る重要な統計です。調査結果は、中小企業施策や地
域振興等の基礎資料として利活用されます。調査員
が訪問（電話）した際は、ご協力をお願いいたします。
※統計調査員が、電話での口座確認や ATM 操作を

お願いすることはありません。
▶調査期日　６月１日
▶調査対象　従業者４人以上の全ての製造事業所

▶問合せ先　政策推進課 広報ブランド係
　　　　　　☎６７- ２１１２

令和２年工業統計調査を実施します



お知らせ板は原則として毎月１日・16 日の月 2 回発行です。
掲載を希望する場合の原稿締め切りは、発行日の 9 日前となります。

政策推進課からの
お知らせ

　令和 2 年度の住民税課税等に関する証明書は、納
税通知書の発送日から発行できます。納税通知書の発
送日は、住民税の納付方法によって異なりますのでご
注意ください。
▶課税証明書等 発行可能日
　・住民税を給与からの天引き（特別徴収）で納
　　付される方　5 月 15 日（金）

　・上記以外（普通徴収または年金特別徴収）の方
　　６月 15 日（月）
▶記載の日から発行できる証明書
　令和 2 年度課税証明書、令和 2 年度非課税証明書、
　令和 2 年度所得証明書（令和元年分の所得証明）

▶問合せ先　税務町民課 税務係　☎６７-２１０７

令和 2 年度課税証明書等の発行について

　軽自動車税の口座振替は 6 月1日( 月 ) の予定です。
軽自動車税を口座振替で納付された方には、６月中旬
に「軽自動車税振替済通知書（※）」を発送予定です。
〇 6 月1日～６月中旬までに窓口での証明書交付を希
望される方は、納付確認のため証明書の交付に通常よ
り時間を頂戴しております。ご了承ください。
　なお、通帳で納付が確認できれば通常どおり証明書

を交付することができますので、この間に納税証明書
が必要な方は、窓口に納付が確認できる通帳をお持ち
いただき、申請をお願いいたします。

（※） 継続検査 ( 車検 ) 用の納税証明書

▶申請・問合せ先
　税務町民課 税務係　☎６７-２１０７ 

軽自動車税納税証明書の交付について

　令和２年 4 月から、飲食店・オフィス・事業所など
でも「原則屋内禁煙」となりました。喫煙可能な場所
には標識の掲示が義務付けられ、20 歳未満の方（従
業員含む）は立入禁止となります。また、これらの施
設における屋外での喫煙も、できるだけ人がいない場
所を選ぶなど、周囲に配慮することが求められており
ます。たばこの煙に含まれる化学物質は、4,000 種類
以上と言われます。吸わない周りの人も、受動喫煙（自
分以外の人の喫煙による煙にさらされること）によって、
虚血性心疾患や肺がんのリスクが高まることや妊娠中

の早産や低出生体重児などの誘因になることが知られ
ています。
　受動喫煙を防ぐために、皆さんのご理解・ご協力を
お願いします。

▶問合せ先
　県健康づくり推進課　☎０２３--６３０-２３１３
　村山保健所 地域健康福祉課　☎０２３-６２７-１１８３
　健康福祉課 保健医療係　☎６７-２１１６

受動喫煙防止対策に関するお知らせ

　年齢に関わらず人への接し方や発達面について悩ん
でいる方はいませんか？育児不安がある、お子さんへ
の接し方がわからないなど、発達関係で悩みがある方
へ相談窓口をご紹介します。相談してみたいという方
はご活用ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響で面談ができない
　場合もありますので、事前に問合わせください。

▶相談・問合せ先
　社会福祉法人 寒河江学園 子ども家庭支援センター
　チェリー　☎８４-７１１１
　受付日時：月～土曜日　午前 9 時～午後 5 時
　山形県発達障がい者支援センター
　☎０２３-６７３-３３１４
　受付医日時：月～金曜日（祝日除く）
　午前 8 時 30 分～正午、午後 1時～午後 5 時 15 分

発達相談窓口のご案内


